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平成２１年度事業報告について

（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日）

Ⅰ 概要

尾瀬の優れた自然環境の保護と適正な利用を図るため 利用者等を対象に 利用マナーの啓、 、

発 自然への理解を深める解説活動等を実施するとともに 荒廃した湿原の植生復元 尾瀬山、 、 、

の鼻 尾瀬沼の両ビジターセンターやその他施設の管理・運営 ツキノワグマ対策や尾瀬国立、 、

公園利用適正化のための調査事業等を受託、実施した。

また 尾瀬に関係する機関・団体等が一堂に会して意見交換を行う 尾瀬サミット２００、 「

９ を主催し 自然保護と利活用の調和 シカ対策など 尾瀬国立公園の課題について意見交」 、 、 、

換を行ったほか ガイド認定制度を推進する 尾瀬認定ガイド協議会 の事務局業務を同協議、 「 」

会から受託し、ガイド認定のための座学・実地講習を実施した。

さらに 尾瀬ビジョン の進行管理等を行うための 尾瀬国立公園協議会 の事務局として、「 」 「 」

各関係機関の取組方針について決定した。

Ⅱ 実施事業

１ 利用者啓発事業

(1) 入山者啓発事業

① 入山口における案内・啓発

尾瀬の環境美化や利用者のマナー向上を図るため 入山口 鳩待峠口・沼山峠口・大清、 （

水口 滝沢口 馬坂峠口 猿倉口 において 尾瀬ボランティアの協力を得て入山者への、 、 、 ） 、

案内・啓発を実施するとともに、関係機関・団体と連携してごみ持ち帰り運動を実施した。

② 尾瀬ボランティアの活動支援

、尾瀬ボランティア（平成２２年４月１日現在登録者数：３５５名）による入山口啓発

美化清掃活動等を支援した。

また インタープリテーション 自然解説 活動の充実とお話しボランティアなどの資、 （ ）

質の向上を図るための研修や新規ボランティア登録者のための講座を開催した。

ア 入山口啓発活動

利用マナーや現地状況の説明、靴底の種子落とし指導、軽装者への注意喚起等

活 動 期 間 延べ合計

(設定日数）5/24 ～ 6/28 7/11～ 8/8 9/20 ～10/11

鳩待峠 ４５人 ２７人 １６人 ８８人
（9日） （9日） （7日） （25日）

沼山峠 ８人 １８人 ８人 ３４人
（9日） （8日） （4日） （21日）

大清水 ８人 ４人 ４人 １６人
（2日） （2日） （2日） （6日）

滝 沢 ― ２人 ０人 ２人
（3日） 5日 （8日）（ ）

馬 坂 ４人 ― ０人 ４人
（3日） （2日） （5日）

猿 倉 ２人 ０人 ０人 ２人
（4日） ( 日) ( 日） （8日）1 3

延べ合計 ６７人 ５１人 ２８人 １４６人
（27日) （23日） （23日） （73日）(設定日数)
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イ 至仏山東面登山道周辺植生保護

・踏み込み防止柵設置 ６月２１日 柵撤去 １０月２５日

ウ お話しボランティア（スポット解説）活動

活 動 期 間 延べ合計

(設定日数）5/31 ～ 6/15 7/12 ～ 8/10 9/14 ～10/12

尾瀬ヶ原地区 ７人 ８人 ３人 １８人
（5日） （8日） （6日） （19日）

尾瀬沼地区 １１人 １２人 １５人 ３８人
（5日） （9日） （7日） （21日）

延べ合計 １８人 ２０人 １８人 ５６人
（10日） （17日） （13日） （40日）(設定日数）

エ 尾瀬巡回清掃

７月４日、８月１日、８月２２日

オ ありがとう尾瀬清掃活動

９月１９日、１０月１７日

カ ボランティア研修

６月２７日～６月２８日（ボランティア講座）

９月 ５日～９月 ７日（インタープリテーション研修）

キ ビジターセンター支援ボランティア

山の鼻ビジターセンターの運営を協働（延べ 名）42

ク その他

尾瀬等での自主ボランティア活動 事務局での事務ボランティア 尾瀬関連ツアーの、 、

パンフレット収集、身近な地域でのボランティア活動等

③ ガイド利用の普及促進

ア 尾瀬認定ガイド協議会の事務局運営

尾瀬におけるガイド養成及び認定制度を運営する機関である「尾瀬認定ガイド協議

会」から事務局業務を受託し、協議会運営を行った。

また、自然ガイド認定のための座学・実地講習を実施した。

イ 尾瀬自然解説ガイド事業

尾瀬ヶ原及び尾瀬沼において 申し込みに応じ尾瀬自然解説ガイドによる自然解説ガ、

イド事業（有料）を実施した。

・ガイド登録者数 ２１名

・活動実績 １９回（２９４人をガイド）

(2) 自然解説事業

① 自然解説活動の実施

適正利用を啓発するとともに 利用者が尾瀬の自然の大切さについて認識を深めること、

を目的として 尾瀬山の鼻 尾瀬沼両ビジターセンターにおいて 自然観察会やスライド、 、 、

ショー、団体レクチャーなどを実施した。

ア 尾瀬山の鼻ビジターセンターでの活動実績

・自然観察会 実施回数 ５０回 参加者 ５２３人

・スライドショー 実施回数 ５４回 参加者 １,７５６人

・団体レクチャー 実施回数 ２６回 参加者 ７１８人

・環境学習（ミニツアー）実施回数 １５２回 参加者 ８０６人
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イ 尾瀬沼ビジターセンターでの活動実績

・自然観察会 実施回数 ６２回 参加者 ５９５人

・スライドショー 実施回数 ６１回 参加者 １,８０４人

・ビデオ上映 実施回数 １６０回 参加者 ９，８８８人

・団体レクチャー 実施回数 ９回 参加者 ４３７人

② 環境学習推進・尾瀬立体地図製作業務

群馬県からの委託により、ビジターセンターにおいて、尾瀬の「環境学習の場」と

しての利用促進を図りつつ、尾瀬の円滑な利用を確保するために、尾瀬学校の受け入

れ協力とガイド研修の実施、子ども向け解説リーフレットの作成、教材、教具の調査

研究を行った。

同時に、県内の学校に加え首都圏をはじめとする県外の学校の利用調整に資するた

め、インターネット・ウェブサイト上での情報発信業務を実施した。その他、尾瀬学

校の教材として尾瀬立体地図を製作し、群馬県内の市町村教育委員会及び私立学校等

に配付した。

③ 講演依頼対応 実施回数 １１回（延べ１７日）

(3) 指導者養成事業

① 新規職員等導入研修

職員の資質向上と円滑な業務運営を図るため 新規職員等を対象に 国立公園制度や尾、 、

瀬の概況等の研修を実施した。

・５月７日～８日 （前橋市）

② 救急法研修

尾瀬での傷病者対応に必要となる救急の知識・技術を習得するため ビジターセンター、

職員等がＭＦＡ（ﾒﾃﾞｨｯｸ･ﾌｧｰｽﾄ･ｴｲﾄﾞ・応急救護研修）の基礎コースを受講した。

・５月１８日～１９日 （尾瀬山の鼻ビジターセンター）

・５月２１日～２２日 （尾瀬沼ビジターセンター）

・７月７日 （前橋市）

(4) 啓発ＰＲ事業

財団機関誌「はるかな尾瀬」の発行 年４回発行①

② 第１１回「尾瀬フォーラム」の開催

尾瀬の自然や財団活動に対する一般の人々の理解を深めるために開催した。

・開 催 日 平成２１年１２月１８日

・場 所 高崎シティギャラリー・コアホール

・テ ー マ 「美しい至仏山を未来に残すために～至仏山保全対策を考える」

・主な内容 ①講演「名峰至仏山 その特異性と美しさ」

講師 東京学芸大学教授 小泉 武栄 氏

②来場者との意見交換

・参加人員 １４８名

③ 第１４回ＮＨＫ「わたしの尾瀬」フォトコンテスト及び写真展の開催

福島 前橋 新潟の各ＮＨＫ放送局と共催し 尾瀬の 自然 動植物 人物 保、 、 、 「 」、「 」、「 」、「

護」をテーマとしたフォトコンテストを実施するとともに、入選作品や財団パネルの展示、

スライドレクチャーを内容とした写真展を各地で開催し 尾瀬の自然保護について普及啓、

発した。

・フォトコンテスト 応募作品数 ８３１点 入選数 ５０点
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・写真展 １２月１８日～１２月２３日 高崎シティギャラリー（群馬県）

１月１５日～ １月１９日 群馬県庁県民ホール（群馬県）

２月２６日～ ３月１１日 柏崎市立図書館（新潟県）

３月１６日～ ３月２３日 うすい百貨店（福島県）

④ 啓発リーフレット等の作成・配布

利用マナーの向上 尾瀬の案内 自然解説等に資するため セルフガイドなどを配布し、 、 、

たほか 利用分散化の推進等のため尾瀬地域交通対策パンフレットを作成し 関係機関や、 、

一般入山者に配布した。

⑤ 各種イベントにおける尾瀬保護と適正利用の啓発

尾瀬の保護と適正利用について一般の人々の理解を深めるため 関係機関等が開催する、

各種イベント等の会場内に 尾瀬コーナー を設け 利用マナーの向上と平日利用 入山「 」 、 、

口分散化等の呼びかけを行った。

・２００９新宿御苑みどりフェスタ ４月２９日 （東京都新宿区）

・第10回ぐんま環境・森林フェスティバル １０月１３日 （群馬県太田市）

・ふくしま環境エネルギーフェアー２００９ １２月５～６日 （福島県郡山市）

⑥ ホームページの管理運営

財団の事業 財務状況等の情報をホームページに掲載し 財団の活動について周知を図、 、

るとともに 財団の活動によって収集されたタイムリーな尾瀬の自然情報や尾瀬の貴重な、

自然の成り立ちの紹介、入山マナーの啓発などを通じ尾瀬の適正利用の推進を図った。

また、海外への情報発信を強化するため、英語版のホームページ及びパンフレット

を作成した。

尾瀬ガイダンスの実施⑦

利用者のマナー向上や利用の分散化を図るため 関係機関・団体と連携して 旅行会社、 、

や出版社等を対象としたガイダンスを開催し 尾瀬の現状と適切な利用方法を周知すると、

ともに、協力を呼びかけた。

・１２月２１日（社）日本旅行業協会 １９社２２名参加(東京都）

２ 環境保全事業

(1) 植生復元事業

環境省 福島県及び群馬県からの委託により 入山者の踏み込み等により植生が荒廃又は、 、

裸地化した湿原の植生を復元・保護する作業を実施した。

・尾瀬沼地区及び尾瀬ヶ原地区の保護柵設置

・至仏山東面登山道及び笠ヶ岳登山道沿いの踏み込み防止柵設置等

・熊沢田代植生復元作業

・沼尻植生復元作業（経過観察）

・小淵沢田代植生復元作業（経過観察）

(2) 至仏山保全対策

① 至仏山保全対策会議

登山道周辺の植生の荒廃が深刻な状況となっている至仏山について 関係機関と有識者、

による会議を開催して、植生保護と利用の適正化に向けた対策の検討を行った。

・残雪期現地調査 ４月１６日

・第６回会議 ６月２５日 （群馬県庁会議室）

・第７回会議 １月２６日 （群馬県庁会議室）
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② 至仏山環境調査専門委員会

至仏山保全対策の方向性を示した「至仏山保全基本計画」において、登山道の付け

替えが検討されている区間を対象に、現登山道の継続利用と迂回ルート候補地の環境

負荷に関する科学的調査を企画・実施し、検討区間の登山道のあり方について総合的

な評価を行うため、至仏山環境調査専門委員会を設置した。２１年度は予備調査を行

い、２２，２３年度で取り組む調査手法の確立を図った。

・第１回専門委員会 ７月２１日 （東京）

・第１回予備調査 ８月２８～３０日 （至仏山）

・第２回専門委員会 １月１４日 （東京）

③ 至仏山気象観測業務

至仏山保全対策に資するため、至仏山の気象に関する基礎データを収集した。

(3) 山ノ鼻地区気象観測

山ノ鼻地区に気象観測装置を設置し、データを収集、整理した。

３ 施設管理事業

(1) 施設維持管理事業

① ビジターセンターの管理運営等

ア 環境省尾瀬沼ビジターセンターの管理運営

開館期間 ５月 １日～１０月３１日 １８４日間

イ 群馬県尾瀬山の鼻ビジターセンター管理運営

開館期間 ５月１０日～１０月２８日 １７２日間

② 公衆トイレの維持管理

ア 尾瀬沼地区公衆便所（環境省設置）清掃等

イ 群馬県尾瀬地区山の鼻・竜宮公衆トイレ（群馬県設置）維持管理・清掃等

③ その他公園施設等の維持管理

ア 木道等の簡易補修

イ ツキノワグマ対策のための刈り払い

（ 、 、 〔 、 〕）ウ 登山者カウンター 大江湿原 三平下 山の鼻 尾瀬ロッジ前 研究見本園口

の管理（環境省所管）

エ 橋の開通・閉鎖・除雪

原の川上川橋 沼尻川橋 環境省設置 上ノ大堀川橋 下ノ大堀川橋 群馬県、 （ ）、 、 （

設置）

④ 衛星インターネット設備の導入

尾瀬山の鼻ビジターセンターに衛星インターネット設備を導入し、通信速度を向

上することで、現地からのリアルタイムな情報発信を可能とした。

(2) 利用者対策事業

尾瀬沼、尾瀬山の鼻の両ビジターセンターに危険箇所などの掲示を行った。

４ 調査研究事業

(1) 国立公園利用適正化推進事業
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環境省からの委託により、尾瀬の貴重で繊細な自然環境を将来にわたり保全していくため

に、以下の事業を行った。

① 適正利用促進事業

ア 快適利用の促進

ウェブサイト「すいすい尾瀬なび」を使った現地情報（自然・歩道状況等）のイ

ンターネットによる発信を週１回程度の頻度で実施した。

イ 情報提供のあり方の検討

インターネット利用の情報発信を充実させるため、尾瀬生物多様性情報システム

に登録する情報の追加、文献に関する情報を充実させるとともに、今後のシステム

のあり方についても検討を行った。

ウ 利用集中に伴う影響調査

平成２０年度に、尾瀬ヶ原を中心に「限界収容力」及び「適正収容力」に該当す

る日（各１日）に利用施設毎の状況調査を行うとともに、利用者の意識調査を実施

したが、平成２１年度は尾瀬沼を中心に同調査等を実施した。また、尾瀬ヶ原や尾

瀬沼全体の利用動態調査も実施し、それらの結果等を踏まえ、利用集中に伴う問題

点と課題を整理し、利用分散化について検討を行った。

エ 利用集中緩和方法の検討

近年、尾瀬の入山者数は減少傾向にある反面、特定入山口・特定日・特定時間帯

における利用集中が課題となっており、特に鳩待峠入山口は、尾瀬全体の入山者数

の約６割が利用している。このような特定の入山口への利用集中の緩和を目的とし、

前項ウを踏まえ、対策提案を行った。また、平成１９年度の当該事業で実施した利

用者の意識調査から、大清水口や富士見下の利便性の向上により、利用者が増加す

る見込が明らかとなったことから、大清水口及びその周辺を低利用路線の活用方法

の検討を行うモデル地域として選定の上、当該地域の新たな活用方法の検討を行っ

た。

② 野生生物対策事業

ア ツキノワグマによる危険回避対策

平成２０年度に作成した 尾瀬国立公園ツキノワグマ対策マニュアル の円滑な運「 」

用を図るため会議を２回開催し 『尾瀬国立公園ツキノワグマ対策協議会』の設置、、

諸対策を実施する「ツキノワグマ対策員」の任命等について協議した。

・尾瀬国立公園ツキノワグマ対策会議（１０月１４日）

・尾瀬国立公園ツキノワグマ対策協議会（３月３日）

また、利用者向けのクマ注意リーフレットの継続配付やクマ目撃情報を収集分析し、

ホームページやビジターセンターで掲示した。なお、山ノ鼻地区において出没が相次

いだ時期には追い払い、立入制限も実施した。

・追い払い ８月２日(１回 、８月５日（１回 、８月１６日（２回） 計４回） ）

・立入制限 ７月３０日 １２：２０～１２：３５ 木道一時通行止め

８月２日～３日早朝 見本園閉鎖（２日間）

８月１４日～２９日早朝 見本園閉鎖（１６日間）

イ ツキノワグマ生息状況調査の実施

目撃情報の収集による出没状況、出没傾向の把握、生息密度調査、植生調査、植

物利用量調査を実施した。

(2) 「尾瀬国立公園協議会」の運営

環境省からの委託により 尾瀬ビジョン の進行管理を進めるため 当財団に事務局を置、「 」 、
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く 尾瀬国立公園協議会 が中心となり議論を進めている 生態系の状況の的確な把握 適「 」 「 」「

正利用の推進 「企業・団体や国民一般からのサポート体制」の取組方針について決定した。」

・第４回会議 １２月１６日 環境省関東地方環境事務所（埼玉県）

・第５回会議 ３月２６日 環境省関東地方環境事務所（埼玉県）

(3) 尾瀬国立公園編入地域調査事業

福島県からの委託により、自然環境の着実な保全に資するため、有識者から成る「福

島県尾瀬保護調査会」を活用した科学的知見に基づく現地調査を実施した。

５ 顕彰事業

「湿原」に関する学問的・学際的研究の進展を図るとともに、環境保護に関する関心を

高めることを目的とし、第13回尾瀬賞の募集と選考を行った。

① 尾瀬賞選考委員会

１２月２０日 第13回尾瀬賞一次審査結果報告、二次審査の担当選考者決定

２月 ７日 授賞推薦者決定、選外者への結果通知、運営委員会への提案・

要望について

② 尾瀬賞運営委員会

１１月 ３日 選考委員の推薦、選考委員長の推薦、第13回尾瀬賞選考日程、

応募状況について

３月 ６日 授賞推薦者決定、選外者への結果通知について

第14回尾瀬賞の募集について、授賞証明書について、第13回尾

瀬賞授賞式について

③ 受賞者

冨士田裕子准教授 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

【研究内容】北海道の湿原目録の作成と湿原生態系の解明及び保全に関する研究

６ 友の会等事業

（ ) 各種イベントや財団ホームページを通じて尾瀬の応援団としての友の会会員募集を行1

った ２１年度からは 会員期間を年度制から年間制に変更することにより１年をとおし。 、

て入会の促進を図るとともに 会員に対しては メールマガジンや 機関誌 はるかな尾、 、 、 「

瀬」の送付などを通じ、尾瀬に関する情報の提供を行った。

・平成１７年度 賛助会員２８社 個人会員１ ６４６人,

・平成１８年度 賛助会員３８社 個人会員１,４５３人

・平成１９年度 賛助会員２７社 個人会員１,５０５人

・平成２０年度 賛助会員２５社 個人会員１,４８６人

・平成２１年度 賛助会員２２社 個人会員１ ２７９人,

（うちユース会員 １人）

（うち家族会員 ５７人）

(2) 寄付金の募集

財団事業の充実と財務基盤の強化を図るとともに尾瀬に対する幅広い支援を求めるた

め、ホームページ等を通じて寄付を呼びかけた。
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７ 関係者連携対策事業

(1) 尾瀬サミット２００９の開催

・日 時 ８月２日、３日

・会 場 東電小屋（魚沼市）

・参加者 約１２０人

・テーマ 「尾瀬ビジョンの取組について」

入山口の分散化など適正利用のあり方などを中心に活発な意見交換が行

われた。

(2) 尾瀬国立公園関係者連絡会議の開催

尾瀬関係者が情報を共有し 緊密な連携の下で公園事業等の円滑な推進を図るため 会議、 、

を開催した（構成員：環境省、３県１市１町２村、東京電力、尾瀬林業、山小屋組合 。）

平成２１年度第１回会議 １１月２５日（埼玉県）・

議 事

１ 各関係機関の尾瀬関連の平成２１年度事業実績について

２ 各関係機関の平成２２年度予算措置について

３ 各関係機関が抱える当面の政策課題・懸案事項等について

８ 財団の運営

、財団の適正かつ円滑な運営を図るため、理事会、評議員会及び企画運営委員会等を開催し

尾瀬及び財団に関する諸課題について意見交換等を行った。

(1) 理事会、評議員会の開催

① 理事会

ア 第３１回理事会

・日 時 ６月１６日 午後１時３０分～

・会 場 砂防会館別館（東京都）

・議 事（議案）

１ 平成２０年度事業報告について

２ 平成２０年度決算について

３ 基本財産への繰り入れ及び管理について

４ 評議員の辞任に伴う後任評議員の選任について

５ 評議員の任期満了に伴う改選について

６ 尾瀬賞運営委員会委員の任期満了に伴う改選及び委員長の選任について

第３２回理事会イ

・日 時 ３月１５日 午後２時４５分～

・会 場 全国町村会館（東京都）

・議 事（議案）

１ 平成２１年度収支予算の変更について

２ 平成２２年度事業計画について

３ 平成２２年度収支予算について

４ 公益財団法人への移行について
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５ 「財団法人尾瀬保護財団就業規程」の一部改正について

６ 「財団法人尾瀬保護財団文書取扱規程」の一部改正について

② 評議員会

ア 第３１回評議員会

・日 時 ６月１６日 午前１０時３０分～

・会 場 砂防会館別館（東京都）

・議 事（議案）

１ 平成２０年度事業報告について

２ 平成２０年度決算について

３ 基本財産への繰り入れ及び管理について

４ 監事の辞任に伴う後任監事の選任について

第３２回評議員会イ

・日 時 ３月１５日 午後１時３０分～

・会 場 全国町村会館（東京都）

・議 事（議案）

１ 平成２１年度収支予算の変更について

２ 平成２２年度事業計画について

３ 平成２２年度収支予算について

４ 公益財団法人への移行について

５ 「財団法人尾瀬保護財団就業規程」の一部改正について

６ 「財団法人尾瀬保護財団文書取扱規程」の一部改正について

(2) 企画運営委員会の開催

・日 時 ２月４日 午後１時３０分～

・会 場 With You さいたま（埼玉県）

・議 事

１ ２２年度新規事業について

２ 公益財団法人への移行について

３ 中長期ビジョンの策定について

４ 諸規定の一部改正について

９ 物品の販売（特別会計）

財団事業の財源確保と自然環境保全の重要性をＰＲするため 尾瀬山の鼻及び尾瀬沼両ビジ、

ターセンターや各種イベントに参加した際に 尾瀬に関する書籍 地図及び絵はがき等の販売、 、

を行ったほか わたしの尾瀬 フォトコンテスト入選作品を活用した卓上カレンダーなどの販、「 」

売を行った。


